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岐南町・笠松町（以後、羽島郡二町）、瑞穂市、各務原市では、
今年度の家庭教育学級の役員さんを対象とした市町独自の説明会・
研修会を開催されています。羽島郡二町の会には、教頭先生にも参
加いただいており、この場で役員さんと教頭先生の打ち合わせ会も
行われました。
その後、第二部として保護者役員の会が行われ、行政担当者から

事務手続き等の説明や役員同士の交流の時間がもたれ、情報交流を
通して、年間計画づくりに取り組まれました。

瑞穂市の会では、まず、担当課職員より家庭教育学級のねらいや
運営の仕方、提出書類の書き方等の説明がなされ、その後に、昨年
度の瑞穂市で行われた実践を紹介しながらアドバイスをさせていた
だきました。
５年度No.12通信にて、瑞穂市の実践発表会について紹介いたし

ましたが、６年度からは、３月に開催される瑞穂市青少年育成市民
会議「市民の集い」の中での発表に変更されるそうです。また、子
ども会の活動発表も市民会議の中に組み込まれる予定です。
市民の皆さんに、子どもの活躍する姿や子どもの健全育成のため

に保護者が取り組んでいる活動を広く知っていただけることになり、
子育て家庭に対する地域の支援が更に高まることが期待されます。

啓発ポスターを作成しました！ 家庭教育に関わる動画教材も是非ご活用ください

岐阜県では、家庭教育、子育てに役立つ動画
を作成し、HPに掲載しています。家庭教育学級
の在宅型の教材として、またPTA総会や就学時
健診、一日入学の折に、保護者の方に視聴して
いただいています。
この度、ちょっとしたすきま時間に視聴でき

るように、また、全ての子育て中の保護者への
周知も兼ね、動画を紹介するポスターを作成し
ました。
先月に開催した行政向けの「家庭教育担当者

会」にて、各市町に配布しました。公共の施設
（図書館、保健センター、児童館等）に掲示さ
れる予定です。ポスター中央下にある二次元
コードを読み取りアクセスしていただくと、県
の各課が作成した家庭教育学級、子育てに使え
る動画等のサイトにつながるようになっていま
すので、是非、ご活用ください。

子育て中の保護者の皆さん
の役に立てるよう、家庭教
育支援、子育て支援を担当
している各市町の職員が集
まり、情報交流や研修を
行っています。



①まずは、協力に対す
るお礼と感謝の言葉。

②参加率を示し、保護
者の多くの方が取組に
賛同してくださったこ
とを知らせている。

③円グラフを使い、ど
んな取組がどのくらい
の割合で行われたか、
一目でわかるようして
いる。

④具体的な約束の内容
を示し、どんな取組が
なされたかを周知し、
次回の取組の参考とな
るように努めている。

⑤親子でどんなやり取
りがされたか、いくつ
かの例で示されている。

⑥取組目的の達成具合
を取組の提案者の立場
から振り返っている。

⑦取組期間だけでなく、
日常的に親子間のコ
ミュニケーションづく
りが行われるように促
している。

⑧いろいろな評価方法
について紹介している。

報告だよりの
素晴らしい点！
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「話そう!語ろう！わが家の約束」運動の実践例

家庭内のコミュニケーションを深め、子どもの自己肯定感を育
むために、家庭で取り組む「話そう！語ろう！わが家の約束」運
動を岐阜県では推進しています。
親子で話し合い、約束をつくり、家族みんなでその約束を意識

して過ごしたり、声を掛け合ったりしながら、お互いの良さや努
力を認め合って家族の絆を深めましょう。
本運動の趣旨は、親子の会話、ふれあいのきっかけづくりです

ので、「親子で〇〇づくり」や「毎日１回はハグをしよう！」
「夕食は家族みんなでその日のでき事報告会」などの活動も、本
運動に準ずる活動となります。「在宅型の取組」として年に最低
１回、可能であれば複数回計画していただければ幸いです。
県が配布するリーフレットをそのまま活用していただいてもよ

いですし、下のように、子どもの状況や取組内容に合わせ、提供
している実践カードを加工し、独自の「実践カード」を制作して
いただいても結構です。各教育機関にて、特徴のある在宅型の取
組を実施していただけることを期待しています。



５月は「自転車の安全利用推進月間」です！

令和５年に、岐阜県内で発生した自転車利用中の事故における死傷者数は465人（死者8人、
負傷者457名）で、前年と比較すると死者は３人減少しましたが、負傷者は42人増加しまし
た。死者８人の内６人はヘルメットを着用していませんでした。
園や学校において、子どもたちは交通安全教室等で交通安全については学びますが、現在

「自転車の乗り方教室」については行っていない学校が多いようですので、家庭での保護者
からの指導が大切になります。そこで、「家庭教育学級」として、保護者自身が自転車の乗
り方について、改めて学ぶ機会・確認する機会を設けられてはいかがでしょう！

県民生活課では、無料の講師
を派遣しています。
・１回あたりの参加人数は、15～
30人程度が適当です。

・原則として10時～16時とし、時
間は概ね１～２時間程度です。

（土日祝日でも可能です）
・シミュレーター用の電源として、
コンセントが２箇所必要です。

お問い合わせ・申込み先

岐阜県では、「県職員出前トーク」
の取組を、令和６年度も継続して実施
いたします。家庭教育学級の講師とし
て、ご活用ください。
各部分野ごとに、様々なテーマを用

意しております。（約220あるテーマ
一覧表は、岐阜県庁のHPでご覧いた
だけます。（下の二次元コード）
「テーマ一覧表」に掲載のないトピッ
クにつきましても、ご相談に応じます。

「講師」としてご活用を！

＜防災・防犯＞
・迫る地震とその対策
・風水害から身を守るために
＜教育・文化＞
・子どもの読書活動の推進について
＜環境＞
・地球温暖化について
・ぎふ食べきり運動
＜くらし＞
・青少年の安全・安心なスマートフォン
の利用について

＜健康・福祉＞
・食品の安全
・「発達障がい」ってなんだろう？

など

子育て・家庭教育学級等のミニ情報



６月４日～１０日は「歯と口の健康習慣」（旧 歯の衛生週間）です！

厚生労働省の歯科疾患実態調査によると、
昔に比べると、むし歯がある子どもの割合
が少なくなっていることがわかります。
６歳児のむし歯率は、30年あまりで1/3

ほどになっています。これは、フッ素物塗
布など、むし歯予防の対する技術や意識が
高まったためだと考えられます。

ところで「歯のはたらきは？」と聞かれ
たら、何が浮かびますか？まずは「食べも
のをかみ砕き、消化しやすくする」が浮か
びますが、実はその他にもあります。

・発音を助ける・・・・・・・唇や舌の動きを助け、明瞭な発音ができるようにしています
・表情を作る・・・・・・・・顔の形を整えて、美しい表情を作っています
・身体のバランスを保つ・・・歯が何本かなくなると転倒しやすくなります

瞬間的に大きな力を発する時には歯が必要です
・脳に刺激を与える・・・・・咀嚼することで脳に刺激が伝わり、脳が活性化します

大切な歯が１本でもなくなると、かみ砕く能力が最大4割ほど低下しますし、言葉が不明
瞭になったり、顔の輪郭がかわり表情が老けて見えるようになったりもします。
大切な歯が失う主な原因は、「むし歯」と「歯周病」です。小さいうちは、仕上げ磨きな

どを行い、むし歯にならないように気をつけてみえると思いますが、「仕上げ磨き（確認）
は何歳ぐらいまで行うべき？」「歯ブラシは、どれくらいで交換するべき？」「子どもにデ
ンタルフロスは必要なの？」など、疑問はたくさんあるのではないでしょうか。歯と口腔に
ついて、詳しく知ることは、豊かな人生を送るためにとても大切なことだと思います。
学校歯科医さんが、全ての学校に配置されていますので、是非お話を聞く機会を作られて

はいかがでしょう。先ずは、保健室の先生（養護教諭）に相談してみてください。

１～3時間ほど、子どもたちの睡眠時間が不足しています！

＜健康づくりのための睡眠ガイド2023＞
令和６年2月 厚生労働省公表

ガイドの15～17頁に、こども版が掲載
されています！

「睡眠ガイド 2023」においては、
対象者別（成人、こども、高齢者）
の睡眠・休養の推奨事項および睡
眠・休養に係る参考情報についてま
とめられています。

【睡眠の機能と睡眠不足による
健康リスク】

睡眠には、心身の休養と、脳と身
体を成長させる役割があります。適
切な睡眠時間を確保することは、こ
どもの心身の健康にとって重要です。
睡眠時間が不足することによって肥
満のリスクが高くなること、抑うつ
傾向が強くなること、学業成績が低
下すること、幸福感や生活の質が低
下することが報告されています。

同ガイドこども版より

「睡眠」について、詳しく学ぶ機会を設けてみてはいかがでしょう！
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